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大仙市窓口手数料キャッシュレス決済導入業務委託仕様書 

 

この仕様書は、大仙市（以下「委託者」という。）が発注する次の業務に関し

て、受託者が当該業務を履行するために必要な事項を定める。 

 

１ 件名 

  大仙市窓口手数料キャッシュレス決済導入業務委託 

 

２ 導入目的 

  本市の本庁及び各支所窓口での証明書発行手数料の納付手段にクレジットカー

ド、コード、電子マネー決済（以下「クレジットカード等」という。）によるキ

ャッシュレス決済を導入し、窓口における支払いの多様化、コロナ禍における非

接触決済への対応、市民の利便性向上を図る目的とする。 

 

３ 決済用端末設置場所 

  決済用端末の設置場所は以下のとおりとする。 

  なお、各窓口にはインターネット回線（市全体で統一した有線回線、出口は光

回線）を用意することができる。 

（１） 大仙役所本庁舎１階市民課窓口 

（２） 神岡支所市民サービス課窓口 

（３） 西仙北支所市民サービス課窓口 

（４） 中仙支所市民サービス課窓口 

（５） 協和支所市民サービス課窓口 

（６） 南外支所市民サービス課窓口 

（７） 仙北支所市民サービス課窓口 

（８） 太田支所市民サービス課窓口 

 

４ 業務開始予定時期 

令和４年１０月１日とする。 

ただし、本市の都合により日程を変更する場合がある。 
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５ キャッシュレス決済端末及び周辺機器 

（１） 仕様等 

ア クレジットカード、電子マネー、コード決済が可能であること。バーコ

ードリーダーまたはキャッシュレス決済端末で、バーコード、ＱＲコード

の読み取りが可能であること。 

イ 現金取り扱いを含む売り上げ管理が行えるＰＯＳシステムを備え、各種

データの集計、蓄積機能が利用できること。 

ウ キャッシュドロアを備えること。 

エ レシートの発行が可能なこと。なお、レシートのタイトルは変更可能で

あること。 

（２） 台数８台 

 

６ 指定納付受託者業務について 

（１）指定納付受託業務の対象となる収入の種類 

・住民票の写し、住民票記載事項証明書など住民登録に関

する証明書交付手数料 

・印鑑登録証明書交付手数料、印鑑登録証交付手数料 

・戸籍謄本、戸籍抄本など戸籍に関する証明書交付手数料 

・所得課税証明書など税に関する証明書交付手数料 

・自動車臨時運行許可手数料 

・個人番号カード再発行手数料 

・電子証明書再発行手数料 

・行政証明など諸証明交付手数料 

・閲覧手数料 

 

参考手数料

32,018,550円 

 

参考件数 

100,019件 

（ 導入予定窓口における令和２年度の取扱い実績） 

 

（２） 利用可能な決済サービス・ブランド等 

以下のア、イ、ウの決済サービスおよび各ブランドについては必須対応と

し、その他の決済サービスおよびブランドについては提案によるものとする。 

ア クレジットカード 

Ｖｉｓａ、Ｍａｓｔｅｒｃａｒｄ、ＪＣＢ 
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イ 電子マネー 

交通系ＩＣカード（Ｓｕｉｃａ、ＩＣＯＣＡ等の全国相互利用の交通系 

ＩＣカード）、ＷＡＯＮ、ｎａｎａｃｏ 

ウ コード決済 

楽天ペイ、ｄ払い、ＰａｙＰａｙ、ａｕＰＡＹ 

（３）指定納付受託の種類 

受託者が、地方自治法第231条の２の３第２号の規定による本市の指定納

付受託者となること。納付方法は、納入義務者等に代わり立て替え払いをす

る「立替払方式」であること。 

（４）指定納付の方法 

ア キャッシュレス決済の立替金については、決済日から翌月末日までの

間に本市が指定する口座に振り込むこととし、振込回数、振込日および振

込方法については本市と受託者で協議のうえ決定する。 

イ 利用日ごとのクレジットカード等の納付による利用件数および利用金 

額等の明細を確認できること。 

ウ 立替払は、納入義務者等が選択するクレジットカード等の支払方法（分

割払い、リボリビング払い等）の種類を問わず、一括で納付すること。 

エ 立替払を指定する口座に振り込む際に必要な手数料については、指定

納付受託者が負担すること。 

 

７ 決済事業者に支払う手数料 

（１） 手数料は、利用金額の合計に本契約により決定した手数料率を乗じて

得た額とし、１円未満の端数が出たときはこれを切り捨てるものとする。 

（２） 複数のクレジットカードブランドを可能な限り同一の手数料率とする

こと。電子マネー、コード決済についても同様とする。 

 

８ 研修・サポート体制 

（１） 操作研修 

ア 機器の操作等について、キャッシュレス決済開始までに操作研修を実

施すること。実施スケジュールおよび実施方法については、本市と受託者

で協議のうえ決定する。 

イ 機器の操作方法、設定変更方法など操作手順を記載したマニュアルを
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ＰＤＦ形式等の電子データで提供すること。 

（２） サポート体制 

ア 機器の操作等について、疑問等の相談に対して適宜適切な指導を行う

こと。 

イ 機器の事前設定・調整の作業が必要な場合は、設置場所へ納入する前に

可能な限りあらかじめ終えておくこと。 

ウ 設置する機器を全て使用可能な状態に調整して納入し、委託者の立ち

会いのもと正常に稼働していることを確認すること。検査検収において合

格と認められないときは、受託者は本市担当者の指定する期日までに機器

の取替又は補正を行うこと。 

 

９ その他 

（１） 受託者は、業務の全部を第三者に一括再委託してはならない。ただし、

一部の業務について再委託する必要がある場合は、契約担当者の承諾を受け、

受託者の責任のもと、本仕様書の内容を再委託者に遵守させることとし、委

託者に通知すること。 

（２） 受託者は、大仙市の契約および規則に基づく指示に従い業務を実施する

こと。また、業務を遂行するにあたり、関係法令等を遵守して実施すること。 

（３） 委託者が必要と認めたときは、委託した業務についての立入検査を実施

することができる。また、受託者はこの検査に協力しなければならない。 

（４） 本仕様書の内容に違反し、委託者に損害を与えた時は、受託者は、委託

者と協議の上その損害を賠償しなければならない。 

（５） 受託者は本市におけるキャッシュレス決済について、新聞等のマスメデ

ィアに対する通知、広告掲載等を行う場合は、事前に委託者の許可を得るこ

と。 

（６） 本仕様書に定めのない事項については、委託者と受託者が協議して決定

する。 

 

 


